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平成31年度
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-

　事業概要等

25,935

【調整の内容】
　所要経費を調整のうえ、計上。

　１　事業の概要
　　　県立障害福祉施設である厚木精華園については、平成28年４月１日から平成38年３月31日までの10年間を指定期間として、指
　　定管理者の指定を行っているが、消費税率の引上げに伴い、指定管理費を増額する

　２　債務負担行為設定理由
　　　消費税率の引上げに伴う増額分について、新たに設定する必要が生じたため。

　３　限度額の積算内訳
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厚木精華園指定管理費
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（単位　千円）

 

債　務　負　担　行　為　見　積　書

（単位：千円）

特定財源 一般財源

平成31年度 -          - -         

平成32年度 1,626      - 1,626     

平成33年度 1,626      - 1,626     

平成34年度 1,626      - 1,626     

平成35年度 1,626      - 1,626     

平成36年度 1,626      - 1,626     

平成37年度 1,626      - 1,626     

合計 9,756      - 9,756     

指定管理料
財源内訳

年度


